
２０１９年度京都消費者問題セミナーが開催されました。 

10 月 16 日（水）、京都経済センター6 階会議室で開催され、６０人が参加しました。 

消費者被害の事例と対策について広く啓発し、適格消費者団体の認知をはかることを目的に毎年開催し

ており今年は 13 回目。京都府くらしの安心・安全月間事業として実施。主催は、京都府、NPO 法人コンシ

ューマーズ京都、適格消費者団体 NPO 法人京都消費者契約ネットワーク、適格消費者団体 特定適格

消費者団体 NPO 法人消費者支援機構関西、京都生協、京都府生協連で、京都市の後援事業。 

テーマは「うまい話には裏がある！～広告・表示の落とし穴について考えよう PARTⅡ～」。 

公正取引委員会 近畿中国四国事務所 取引課 取引第二係長 井上雅人さんにより「かしこい商品選

択を身につけよう 私たちが安くて良い商品を買えるワケ」と題して講演がありました。公正な事業活動と

市場のために日々活動しているお話と、最近の広告・表示の傾向、消費者はどのような点に注意したらよ

いかについて、わかりやすくお話いただきました。 

 つづいて消費者支援機構関西・元山鉄朗事務局長より「消費者団体訴訟制度の概要」と題して報告が

ありました。内容は消費者団体訴訟制度とその制度を担う適格消費者団体、特定適格消費者団体につ

いての説明と最近の団体の活動紹介。京都消費者契約ネットワーク事務局・森貞涼介弁護士からは最近

の活動紹介、おもに「健康食品の定期購入」についての広告表示に対する差し止め請求訴訟についての

報告がありました。参加者からは「講演と 2 つの報告が関連付けられた内容でよくわかった。」「公正取引

委員会の活動内容がよくわかった」「学んだことを周りの人にも伝えたい。参加してよかった。」などの感

想が寄せられました。司会はコンシューマーズ京都 溝内 啓介事務局長がつとめました。   
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